
1 制度の概要

2 制度の内容

学び・学び直し促進のための
特定支出控除制度におけるキャリアコンサルタントによる証明制度

（ 所 得 税 、 個 人 住 民 税 ）

令和５年度税制改正において、給与所得者の特定支出が、研修費又は資格取得費に該当する場合において、教育

訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係るものであるときは、改正前の手続において必要とされる給与等の支払

者による証明に代えて、キャリアコンサルタントによる証明ができることとされた。

・ 給与所得者が職務の遂行に直接必要な技術又は知識の習得のための研修の受講費用等（※１）の特定支出をし
た場合、その合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額（※2）」を超える時は、その超える部分
を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができることとされている。

・ 改正前の特定支出控除の手続においては、特定支出が職務に関連するものであることについて、給与等の支払
者の証明を受ける必要があるが、給与所得者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付指定講座を受講した場
合（※３）には、給与等の支払者に代わり、国家資格であるキャリアコンサルタントが証明を行うことを認め
ることとされた。
※１ 上記のほか、通勤費、職務上の旅費、転居費、単身赴任者等の帰宅費、勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費等）がある。
※２ 平成28年から、その年の給与所得控除額×1/2となっている。
※３ 受講する講座自体が教育訓練給付指定講座として指定されていればよく、教育訓練給付を受給していない場合でも特例の利用が可能。
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